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※市外局番は書いてあるものを除きすべて
０４２です。

　
市
で
は
、
市
内
在
宅
で
身
体
障

害
者
手
帳
１
・
２
級
お
よ
び
３
級

（
内
部
障
害
の
み
）ま
た
は
愛
の
手

帳
１
・
２
度
を
お
持
ち
の
方
を
対

象
に
、
タ
ク
シ
ー
代
ま
た
は
ガ
ソ

リ
ン
費
を
助
成
し
て
い
ま
す（
左

上
表
１
）。助
成
に
は
所
得
制
限
が

あ
り
ま
す（
左
下
表
２
）。
な
お
、

施
設
入
所
し
て
い
る
方
、
入
院
し

て
い
る
方
は
受
給
で
き
ま
せ
ん
。

　
申
請
が
ま
だ
の

方
は
障
害
福
祉
課

（
市
役
所
１
階
）

で
申
請
を
行
っ
て

く
だ
さ
い
。
申
請

し
た
月
か
ら
の
認

定
に
な
り
ま
す
。

　
す
で
に
受
給
し
て
い
る
方
は
、

所
得
制
限
な
ど
の
審
査
を
行
い
、

４
月
以
降
も
更
新
と
な
っ
た
場
合

は
、
更
新
の
案
内
を
５
月
末
ま
で

に
送
付
し
ま
す
。
ま
た
、
長
期
入

院
（
３
カ
月
以
上
）
や
施
設
入
所

し
た
方
は
消
滅
の
届
け
出
が
必
要

で
す
。

　
タ
ク
シ
ー
か
ら
ガ
ソ
リ
ン
（
ま

た
は
ガ
ソ
リ
ン
か
ら
タ
ク
シ
ー
）

へ
助
成
の
変
更
を
希
望
す
る
方
は

同
課
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
※
変
更
は
、
申
請
月
か
ら
の
認

定
に
は
な
ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す
。
　
詳
し
く
は
同
課
管
理
係
☎
４
７

０
・
７
７
４
７
へ
。

表１　福祉タクシー事業・ガソリン費助成事業の対象・内容など
ガソリン費助成事業福祉タクシー事業区分

①身体障害者手帳１・２級（内部障害は３級）
②愛の手帳１・２度対象

３カ月間上限８,２５０円
（１ℓにつき５５円。１５０ℓまで）６カ月間上限１万円助成内容

請求書に領収書・レシートを添付して提出請求方法
４月・７月・１０月・１月４月・１０月請求月

①身体障害者手帳または愛の手帳
②認め印（スタンプ式は不可）
③本人の口座が分かるもの
④車検証（ガソリン費助成申請の場合のみ）
　※登録車両は本人または同居親族の車両のみ。
⑤３０年度課税（非課税）証明書（転入などで
　東久留米市で所得確認ができない方のみ）

申請に
必要なもの

表２　福祉タクシー事業・
ガソリン費助成事業の所得制限限度額

所得制限限度額扶養親族数

４７３万５,０００円０人

５１６万８,０００円１人

５６０万３,０００円２人

６０３万８,０００円３人

６４７万３,０００円４人

６９０万８,０００円５人

※扶養親族数６人以降は、１人増すごとに４３万５,０００
円を加算します。

※ガソリン費助成は世帯全員の所得確認が必要です。

　
都
で
は
、
地
域
活
動
の
担
い
手

で
あ
る
町
会
・
自
治
会
が
主
催
し

て
行
う
地
域
の
課
題
を
解
決
す
る

た
め
の
取
り
組
み
（
催
し
・
活
動

な
ど
）を
支
援
す
る
た
め
、「
地
域

の
底
力
発
展
事
業
助
成
」
を
実
施

し
て
い
ま
す
。

　
【
対
象
団
体
】都
内
に
所
在
す
る

町
会
・
自
治
会

　
【
対
象
事
業
】次
の
①
～
④
の
通

り
　
①
地
域
の
課
題
解
決
の
た
め
の

取
り
組
み

　
②
都
が
取
り
組
む
特
定
施
策
の

推
進
に
つ
な
が
る
取
り
組
み
５
区

分
▼
防
災
・
節
電
活
動
▼
青
少
年

健
全
育
成
活
動
▼
高
齢
者
の
見
守

り
活
動
▼
防
犯
活
動
▼
オ
リ
ン
ピ

ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
気
運
醸

成
活
動

　
③
複
数
の
単
一
町
会
・
自
治
会

が
共
同
し
て
実
施
す
る
地
域
の
課

題
解
決
の
た
め
の
取
り
組
み

　
④
単
一
町
会
・
自
治
会
が
他
の

地
域
団
体
（
町
会
・
自
治
会
・
自

治
体
を
除
く
）
と
連
携
し
て
実
施

す
る
地
域
の
課
題
解
決
の
た
め
の

取
り
組
み

　
【
募
集
期
間（
事
前
相
談
期
間
）】

４
月
１
日（
月
）～
５
月　
日（
金
）

１７

▼
６
月
３
日
（
月
）
～
８
月　
日
１６

（
金
）
▼
９
月
２
日
（
月
）
～　
１０

月　
日
（
金
）

２５
　
詳
細
は
都
生
活
文
化
局
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
（http://www.seikatubu

nka.metro.tokyo.jp/chiiki_tabu
nka/chiiki_katsudo/chiikiryok
u/0000000966.html

）を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

　
申
し
込
み
と
詳
し
く
は
同
局
地

域
活
動
推
進
課
☎
０
３
・
５
３
８

８
・
３
１
６
６
へ
。

２
０
１
９
年
度

地
域
の
底
力
発
展
事
業
助
成

申
請
事
業
を
募
集
中

障
害
者
福
祉
事
業

タ
ク
シ
ー
な
ど
の
移
送
代
、　　

ガ
ソ
リ
ン
費
な
ど
を
助
成
し
ま
す
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身
近
な
暮
ら
し
を 

支
え
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

　
自
治
会
は
個
人
で
は
対
処
す
る

こ
と
が
難
し
い
災
害
時
の
助
け
合

い
や
防
犯
対
策
な
ど
を
行
う
こ
と

を
通
じ
て
、
地
域
の
つ
な
が
り
を

深
め
活
性
化
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
活

動
を
し
て
い
ま
す
。
災
害
は
い
つ

発
生
す
る
か
分
か
り
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
い
ざ
と
い
う
と
き
に
地
域

で
協
力
し
よ
う
と
し
て
も
、
お
互

い
の
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
ス

ム
ー
ズ
な
助
け
合
い
も
で
き
ま
せ

ん
。
そ
の
た
め
に
も
日
ご
ろ
か
ら

近
隣
と
交
流
・
親
睦
を
図
り
な
が

ら
、
住
民
同
士
の
つ
な
が
り
を
持

つ
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
市
内
に
は
、
明
る
く
住
み
や
す

い
地
域
づ
く
り
を
行
う
た
め
に
組

織
さ
れ
た
自
治
会
が
約
１
３
０
団

体
あ
り
ま
す
。
自
治
会
で
は
、
資

源
ご
み
の
集
団
回
収
な
ど
の
環
境

美
化
活
動
、
犯
罪
抑
止
の
た
め
の

防
犯
ウ
オ
ー
キ
ン
グ
や
防
災
訓
練
、

親
睦
を
深
め
る
た
め
の
フ
リ
ー
マ

ー
ケ
ッ
ト
や
各
種
レ
ク
リ
エ
ー
シ

ョ
ン
な
ど
身
近
で
さ
ま
ざ
ま
な
活

動
が
行
わ
れ
、
多
く
の
方
が
参
加

し
て
い
ま
す
。
昨
今
で
は
ラ
イ
フ

ス
タ
イ
ル
や
価
値
観
の
変
化
に
よ

り
、
現
役
世
代
の
加
入
率
が
減
少

し
、
活
動
に
支
障
を
き
た
す
自
治

会
も
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
地
域

で
お
互
い
が
支
え
合
う
た
め
に
は
、

世
代
を
超
え
て
、
皆
さ
ん
一
人
ひ

と
り
の
協
力
が
必
要
で
す
。
自
治

会
へ
の
加
入
は
任
意
で
す
が
、
地

域
に
住
む
人
々
が
交
流
を
深
め
、

よ
り
よ
い
地
域
づ
く
り
を
す
る
た

め
に
も
、
ぜ
ひ
加
入
し
ま
し
ょ
う
。

　
自
治
会
の
活
動
形
態
は
地
域
に

よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。
加
入
を
お

考
え
の
場
合
は
、
お
近
く
の
代
表

者
ま
た
は
役
員
に
申
し
出
て
、
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

代
表
者
や
役
員
が
分
か
ら
な
い
場

合
は
生
活
文
化
課
☎
４
７
０
・
７

７
３
８
へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ

い
。自

治
会
の
登
録

　
市
で
は
、
自
治
会
活
動
に
対
す

る
支
援
を
行
う
た
め
に
、
自
治
会

の
登
録
を
行
っ
て
い
ま
す
。
登
録

す
る
と
、
自
治
会
補
助
金
の
対
象

に
な
る
な
ど
の
支
援
が
受
け
ら
れ

ま
す
。
こ
れ
か
ら
自
治
会
を
作
り

た
い
、
ま
た
は
自
治
会
は
あ
る
け

れ
ど
市
へ
登
録
を
し
て
い
な
い
地

域
の
方
は
同
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。
　
詳
し
く
は
同
課
へ
。

４
月
か
ら
国
民
年
金
第
１

号
被
保
険
者
の
産
前
産
後

期
間
の
国
民
年
金
保
険
料

が
免
除
に
な
り
ま
す

　
次
世
代
育
成
支
援
の
た
め
、

国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
の

産
前
産
後
期
間
の
国
民
年
金
保

険
料
の
免
除
制

度
が
始
ま
り
ま

す
。
免
除
が
認

め
ら
れ
た
期
間

は
、
保
険
料
を
納
付
し
た
も
の

と
し
て
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給

額
に
反
映
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、

付
加
保
険
料
の
取
り
扱
い
は
、

他
の
免
除
制
度
と
違
い
、
希
望

す
る
方
は
納
付
で
き
ま
す
。

　
【
免
除
期
間
】出
産
予
定
日
ま
た

は
出
産
日
の
月
の
前
月
か
ら
４
カ

月
間
（
多
胎
妊
娠
の
場
合
は
出
産

予
定
日
ま
た
は
出
産
日
の
月
の
３

カ
月
前
か
ら
６
カ
月
間
）

　
※
出
産
と
は
、
妊
娠　
日
（
４

８５

カ
月
）
以
降
の
出
産
を
い
い
ま
す

（
死
産
、
流
産
、
早
産
を
含
む
）。

　
【
対
象
】国
民
年
金
第
１
号
被
保

険
者
で
、
出
産
日
が　
年
２
月
１

３１

日
以
降
の
方

　
【
必
要
書
類
】出
産
前
に
届
け
出

す
る
場
合
＝
母
子
健
康
手
帳
な
ど

出
産
予
定
日
が
分
か
る
も
の
▼
出

産
後
に
届
け
出
す
る
場
合
＝
出
産

日
を
市
役
所
で
確
認
で
き
る
た
め

原
則
不
要
。
被
保
険
者
と
子
が
別

世
帯
な
ど
親
子
関
係
が
不
明
な
と

き
は
、
出
生
証
明
書
な
ど
出
産
日

と
親
子
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
書

類
▼
基
礎
年
金
番
号
で
届
け
出
す

る
場
合
＝
年
金
手
帳
な
ど
基
礎
年

金
番
号
が
分
か
る
も
の
▼
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
で
届
け
出
す
る
場
合

＝
窓
口
で
届
け
出
す
る
場
合
は
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は

通
知
カ
ー
ド
、
個
人
番
号
が
記

載
さ
れ
た
住
民
票
の
場
合
は
身

元
確
認
書
類
（
運
転
免
許
証
な

ど
）
の
提
示
が
必
要
で
す
。
郵

送
で
の
届
け
出
は
、
こ
れ
ら
の

必
要
書
類
の
写
し
を
添
付
し
て

く
だ
さ
い

　
届
け
出
用
紙
は
日
本
年
金
機

構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（https://w

ww.nenkin.go.jp/

）
か
ら
取
得

で
き
ま
す
。

　
【
届
け
出
方
法
】出
産
予
定
日

の
６
カ
月
前
か
ら
必
要
書
類
と

認
め
印
を
持
参
の
上
、
市
役
所

保
険
年
金
課
へ

　
詳
し
く
は
武
蔵
野
年
金
事
務

所
☎
０
４
２
２
・
５
６
・
１
４

１
１
へ
。

自
治
会
活
動
の
ご
案

自
治
会
活
動
の
ご
案
内内

～
地
域
参
加
へ
の
第
一
歩

～
地
域
参
加
へ
の
第
一
歩
～～

　
市
内
に
住
所
が
あ
っ
て
勤
務
先

の
健
康
保
険
な
ど
に
加
入
し
て
い

な
い
方
は
、
国
民
健
康
保
険
に
必

ず
加
入
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
会
社
な
ど
を
退
職
し
勤
務
先
の

健
康
保
険
を
脱
退
し
た
と
き
、
ま

た
は
会
社
な
ど
に
就
職
し
て
勤
務

先
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た
と
き

に
は
、
国
民
健
康
保
険
の
加
入
・

脱
退
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。
忘

れ
ず
に　
日
以
内
に
手
続
き
を
し

１４

て
く
だ
さ
い
。

　
※
国
民
健
康
保
険
加
入
・
脱
退

手
続
き
に
必
要
な
書
類
な
ど
は
、

左
表
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
手
続
き
に
は
世
帯
主
お
よ
び

対
象
と
な
る
方
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

（
個
人
番
号
）
確
認
書
類
（
通
知

カ
ー
ド
な
ど
）
と
手
続
き
す
る
方

の
身
元
確
認
書
類（
免
許
証
な
ど
）

が
必
要
で
す
。
加
入
手
続
き
の
場

合
は
、
既
に
国
民
健
康
保
険
に
加

入
し
て
い
る
方
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

確
認
書
類
も
必
要
に
な
り
ま
す
。

勤
務
先
の
健
康
保
険
に

入
れ
ま
せ
ん
か

　
会
社
、
工
場
な
ど
の
法
人
や
従

業
員
が
５
人
以
上
の
個
人
事
業
所

に
勤
務
し
て
い
る
方
と
、
そ
の
家

族
は
、
勤
務
先
の
健
康
保
険
や
厚

生
年
金
な
ど
へ
の
加
入
が
法
律
で

義
務
付
け
ら
れ
て
い
て
、
病
気
や

け
が
を
し
た
と
き
に
必
要
な
保
険

給
付
が
行
わ
れ
、
生
活
を
安
定
さ

せ
る
仕
組
み
が
取
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
、
こ
の
よ
う
な
方
は
国

民
健
康
保
険
に
加
入
す
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

　
パ
ー
ト
や
ア
ル
バ
イ
ト
の
方
で

も
、
勤
務
先
の
健
康
保
険
や
厚
生

年
金
に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
勤
務
先
の

健
康
保
険
へ
の
加
入
に
つ
い
て
は
、

職
場
の
担
当
者
や
全
国
健
康
保
険

協
会
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
※
「
法
人
」
と
は
公
・
私
法
人
、

営
利
法
人
、
公
益
法
人
、
社
団
法

人
や
財
団
法
人
を
問
い
ま
せ
ん
。

一
般
的
に
は
、
商
法
に
よ
り
設
立

さ
れ
た
会
社
で
、
社
会
福
祉
法
人
、

医
療
法
人
、
学
校
法
人
な
ど
の
特

殊
法
人
や
公
法
人
で
あ
る
都
道
府

県
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国民健康保険への加入・脱退手続き
必要な書類など国民健康保険に加入するとき

他の市区町村の転出証明書、認め印市内に転入してきたとき

勤務先の健康保険をやめた証明書（資格喪失
証明書など）、認め印勤務先の健康保険をやめたとき

被扶養者から外れた証明書、認め印勤務先の
健康保険の被扶養者から外れたとき

被保険者証、母子健康手帳、分娩に係る領収
明細書、世帯主名義の口座番号が分かるもの、
認め印

子どもが生まれたとき

生活保護廃止決定通知書、認め印生活保護を廃止されることになったとき

必要な書類など国民健康保険を脱退するとき

被保険者証、認め印市から転出するとき

国保と勤務先の両方の被保険者証（全員分）、
認め印

勤務先の健康保険に入ったとき、
被扶養者になったとき

被保険者証、喪主であることが確認できるも
の（会葬お礼のはがき、葬儀代の領収証）、喪
主の口座番号が分かるもの、認め印

死亡したとき

生活保護開始決定通知書、認め印生活保護を受けることになったとき

※手続きには、世帯主および対象となる方のマイナンバー確認書類（通知カードなど）
と手続きする方の身元確認書類（免許証など）が必要です。また、住民票が同一世帯
の方で既に国民健康保険に加入している方がいる場合には、その方のマイナンバー確
認書類も必要です。
※国保の資格がなくなってから国保の保険証を使用して医療を受けた場合、市が医療機
関へ支払った医療費を返還していただきますので、ご注意ください。
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